
平成２５年５月１日 

 

平成２４年度被災地域における復興支援活動 

実 施 報 告 

 

 

当協会は東日本大震災復興支援事業として、被災地域における自転車の利用を促すとと

もに、自転車小売店の経済的復興を促進するため、被災３県の自転車商協同組合の協力を

得て、傘下の自転車小売店に対して「自転車購入費の一部助成」を実施しました。 

また、被災地の住民自治組織、教育機関、団体等に提供した電動アシスト自転車２００台

の利用状況調査報告書を取りまとめ、当協会ホームページに掲載しました。 

さらに、自宅が被災した学生に生活の場を提供する“盛岡市復興支援寮”に対して、「通園

通学支援のための自転車の提供」事業の一環として、自転車２０台を寄贈しました。 

当協会の復興支援活動は、平成２３年９月から実施しており、平成２５年度も継続して支援

を実施してまいります。 

 

 

～・～ 事業概要 ～・～ 

①自転車購入費の一部助成 

■助成対象 

全壊・半壊・一部損壊いずれかの罹災証明を受けた、岩手県・宮城県・福島県自転車商協

同組合傘下の自転車小売店 

■助成期間 

平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日 

■助成金額 

１台あたり２０，０００円を上限 

■供給体制 

各県組合より要望のあったメーカー各社の自転車を、 

既存流通ルートを利用して供給 

■助成実績 

対象県組合 助成台数 

岩 手 県 ４５８台 

宮 城 県 ８２７台 

福 島 県 ６２５台 

合   計 １,９１０台 

 



②電動アシスト自転車の提供・利用状況調査 

 被災地５県（青森、秋田、岩手、宮城、福島）の計３５箇所に、２００台提供した電動アシスト

自転車の被災地における利用者ニーズ等を取りまとめた報告書を作成の上、当協会ホーム

ページに掲載した。 

■電動アシスト自転車の提供 

 平成２３年８月～９月 

■利用状況調査の実施 

 平成２３年８月～平成２４年３月 

■利用状況調査報告書の取りまとめ 

 平成２５年３月 （掲載：当協会ホームページ → インフォメーション → 事業関係） 

 

③通園通学支援のための自転車の提供 

■実施日 

 平成２４年４月４日 

■寄贈先 

 岩手県盛岡市役所 

■寄贈台数 

 ２０台 

■自転車の使用用途 

 盛岡市復興支援寮に入居する学生の通学用として使用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

復興支援寮開所式の様子                 復興支援寮及び寄贈自転車 


